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例
会

平成25年4月15日 第185号【  2  】市 議 会 だ よ り

議会トピックス

2月22日

　

3月18日

▼平成25年度の一般会計予算・特別会計予算・企業会計
　予算合わせて440億4千万円余について可決

▼平成25年度一般会計予算について、附帯決議案を可決

▼塩尻市職員の退職手当を引き下げる条例改正を賛成多数
　で可決

�

3
月
定
例
会
概
要

本会議での採決のようす

平成２５年度　予算書

　
　

　
3
月
定
例
会
で
は
、
市
長
か
ら

平
成
２５
年
度
一
般
会
計
予
算
な
ど
、

４３
件
の
議
案
が
提
出
さ
れ
審
査
を

行
い
ま
し
た
。

　　議
案
第
6
号
　
塩
尻
市
行
政
評
価

委
員
会
条
例

　
塩
尻
市
の
行
政
活
動
の
成
果
を

市
民
の
視
点
に
立
っ
て
検
証
し
、

説
明
責
任
を
果
た
す
と
と
も
に
、

効
果
的
か
つ
効
率
的
で
質
の
高
い

市
政
を
推
進
す
る
た
め
、
塩
尻
市

行
政
評
価
委
員
会
を
設
置
す
る
こ

と
に
伴
い
、
塩
尻
市
行
政
評
価
委

員
会
の
任
務
、
組
織
等
を
定
め
る

も
の
。

議
案
第
8
号
　
塩
尻
市
重
度
心
身

障
害
者
福
祉
年
金
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
や

地
域
生
活
支
援
事
業
等
に
よ
る
支

援
の
充
実
が
図
ら
れ
て
き
て
い
る

こ
と
に
伴
い
、
重
度
心
身
障
害
者

福
祉
年
金
の
支
給
要
件
を
見
直
し
、

特
別
障
害
者
手
当
の
受
給
者
、
２０

歳
以
上
の
重
度
心
身
障
害
者
又
は

そ
の
保
護
義
務
者
で
市
民
税
が
課

さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
年
金
を

支
給
し
な
い
こ
と
と
す
る
要
件
を

加
え
る
な
ど
必
要
な
改
正
を
す
る

も
の
。

議
案
第
３９
号
　
塩
尻
市
職
員
の
退

職
手
当
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　
「
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
」

の
一
部
が
平
成
２５
年
１
月
１
日
に

改
正
さ
れ
た
こ
と
に
準
じ
て
、
職

員
の
退
職
手
当
の
算
定
に
用
い
る

調
整
率
を
退
職
理
由
及
び
勤
続
年

数
に
か
か
わ
ら
ず
「
１００
分
の
１０４
」

か
ら
「
１００
分
の
８７
」
へ
段
階
的
に

引
き
下
げ
る
も
の
な
ど
。

議
案
第
２３
号
　
平
成
２５
年
度
塩
尻

市
一
般
会
計
予
算

　
予
算
総
額
を
歳
入
歳
出
と
も
に

２６６
億
5
千
万
円
と
す
る
も
の
で
、

前
年
度
対
比
１４
億
円
、
５.５
％
の
増

額
。

　
主
な
歳
出
の
内
容
は
、
庁
舎
耐

震
化
・
大
規
模
改
修
事
業
費
、

（
仮
称
）
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
広

丘
の
実
施
設
計
委
託
料
、
保
育
園

に
看
護
師
を
配
置
す
る
経
費
、
有

害
鳥
獣
駆
除
対
策
事
業
、
広
丘
西

通
線
、
広
丘
東
通
線
等
の
整
備
事

業
費
、
学
校
給
食
レ
シ
ピ
公
開
事

業
費
、
特
別
支
援
講
師
・
支
援
介

助
員
の
増
員
に
伴
う
経
費
な
ど
を

計
上
す
る
も
の
。
そ
の
ほ
か
ヒ
ブ

ワ
ク
チ
ン
な
ど
の
予
防
接
種
ワ
ク

チ
ン
の
定
期
接
種
化
や
、
が
ん
検

診
の
拡
大
、
後
期
高
齢
者
検
診
委

託
料
の
無
料
化
に
伴
う
経
費
を
増

額
す
る
も
の
な
ど
。

　
塩
尻
市
議
会
は
、
平
成
２５
年
度

一
般
会
計
予
算
を
原
案
の
と
お
り

可
決
し
ま
し
た
が
、
同
予
算
中
の

（
仮
称
）
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
広

丘
建
設
事
業
実
施
設
計
委
託
料
に

関
し
て
附
帯
決
議
案
を
可
決
し

ま
し
た
。
附
帯
決
議
で
は
、

①
（
仮
称
）
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

広
丘
建
設
事
業
に
お
け
る
設
計
委

託
料
に
つ
い
て
、
市
は
地
元
地
区

（
広
丘
地
区
、
吉
田
地
区
、
高
出

地
区
、
片
丘
地
区
）
等
と
丁
寧
に

協
議
を
行
い
、
理
解
を
得
る
よ
う

努
力
し
た
の
ち
執
行
す
る
こ
と
。

②
市
は
、
将
来
的
な
地
域
の
人
口

動
態
な
ど
を
鑑
み
た
上
で
、
施
設

の
設
置
目
的
を
明
確
に
し
、
適
正

な
規
模
の
施
設
計
画
を
策
定
す
る

こ
と
を
市
側
に
強
く
求
め
、
全
会

一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

　※
附
帯
決
議
と
は

　
議
決
さ
れ
た
予
算
等
に
関

し
て
付
さ
れ
る
も
の
で
、
施

行
に
つ
い
て
の
意
見
や
希
望

な
ど
を
表
明
す
る
決
議
。
法

的
拘
束
力
は
な
い
。

主
な
議
案


